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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月30日(2020.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子デバイスであって、
底面の周縁に沿って形成されて前記底面に配置された電子回路を取り囲む第１側壁を有す
る第１基板であって、外部電極が前記第１基板の頂面に形成され、前記外部電極は、前記
第１基板の底面と連通するビアを介して前記電子回路に接続される第１基板と、
頂面の周縁に沿って形成された第２側壁を有する第２基板と
を含み、
前記第１基板の底面、前記第２基板の頂面、前記第１側壁、及び前記第２側壁により内部
にキャビティを画定するべく前記第２側壁は前記第１側壁に位置合わせされて接合され、
前記第１側壁は、第１金属と第３金属との第１合金を含み、
前記第２側壁は、第２金属と前記第３金属との第２合金を含み、
前記第１金属は、前記第２金属と異なりかつ前記第３金属とも異なり、
前記第１側壁の幅は前記第２側壁の幅よりも小さい電子デバイス。
【請求項２】
前記第１基板は圧電体を含む請求項１の電子デバイス。
【請求項３】
前記電子回路は、圧電薄膜共振器、バルク弾性波素子、音響多層膜共振器及び弾性表面波
素子の少なくとも一つを含む請求項１の電子デバイス。
【請求項４】
前記外部電極は前記ビアの直上に配置される請求項１の電子デバイス。
【請求項５】
前記第１基板の厚さは前記第２基板の厚さ未満である請求項１の電子デバイス。
【請求項６】
前記第１基板の頂面の表面粗さは、前記第１基板の底面の表面粗さよりも大きい請求項１
の電子デバイス。
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【請求項７】
前記ビアの側面の表面粗さは、前記第１基板の底面の表面粗さよりも大きい請求項１の電
子デバイス。
【請求項８】
前記ビアの側面はスパッタ膜に覆われる請求項７の電子デバイス。
【請求項９】
前記第１側壁と前記第２側壁とは液相拡散接合によって互いに接合される請求項１の電子
デバイス。
【請求項１０】
前記第１金属は金を含む請求項１の電子デバイス。
【請求項１１】
前記第２金属は銅を含む請求項１０の電子デバイス。
【請求項１２】
前記第３金属は錫及びインジウムの一方を含む請求項１０の電子デバイス。
【請求項１３】
前記第１基板の頂面は、前記外部電極の下に配置されたスパッタ膜を含む請求項１の電子
デバイス。
【請求項１４】
前記外部電極は、前記ビアを貫通する部分と前記第１基板の頂面の上に延びる上方拡張部
とを含む第１材料層を含む請求項１の電子デバイス。
【請求項１５】
前記外部電極はさらに、前記上方拡張部の上面に配置された半田層を含む請求項１４の電
子デバイス。
【請求項１６】
前記ビアの少なくとも一部分の下において前記第１基板の底面の一部分に配置された第１
ストッパ層をさらに含む請求項１の電子デバイス。
【請求項１７】
前記第１ストッパ層は、チタン及びクロムの少なくとも一方を含む請求項１６の電子デバ
イス。
【請求項１８】
前記ビアの少なくとも一部分の下において前記第１ストッパ層に配置された第２ストッパ
層をさらに含む請求項１６の電子デバイス。
【請求項１９】
前記第２ストッパ層は金を含む請求項１８の電子デバイス。
【請求項２０】
前記ビアの下において前記第１基板の底面と前記第２基板の頂面との間に配置された柱を
さらに含む請求項１８の電子デバイス。
【請求項２１】
前記柱の直径は前記ビアの直径よりも大きい請求項２０の電子デバイス。
【請求項２２】
前記柱は、前記第１合金の層の上に積層された前記第２合金の層を含む請求項２０の電子
デバイス。
【請求項２３】
前記柱の前記第１合金の層の断面がテーパー状にされる請求項２２の電子デバイス。
【請求項２４】
前記第１ストッパ層及び前記第２ストッパ層が前記第１基板の底と前記柱との間に介在さ
れる請求項２０の電子デバイス。
【請求項２５】
前記第１側壁の断面がテーパー状にされる請求項１の電子デバイス。
【請求項２６】
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電子デバイスであって、
底面の周縁に沿って形成されて前記底面に配置された電子回路を取り囲む第１側壁を有す
る第１基板であって、外部電極が前記第１基板の頂面に形成され、前記外部電極は、前記
第１基板の底面と連通するビアを介して前記電子回路に接続される第１基板と、
頂面の周縁に沿って形成された第２側壁を有する第２基板と、
前記ビアの下において前記第１基板の底面と前記第２基板の頂面との間に配置された柱と
を含み、
前記第１基板の底面、前記第２基板の頂面、前記第１側壁、及び前記第２側壁により内部
にキャビティを画定するべく前記第２側壁は前記第１側壁に位置合わせされて接合され、
前記第１側壁は、第１金属と第３金属との第１合金を含み、
前記第２側壁は、第２金属と前記第３金属との第２合金を含み、
前記第１金属は、前記第２金属と異なりかつ前記第３金属とも異なり、
前記柱は、前記第１合金の層の上に積層された前記第２合金の層を含み、
前記柱の前記第１合金の層の断面がテーパー状にされる電子デバイス。
【請求項２７】
電子デバイスであって、
底面の周縁に沿って形成されて前記底面に配置された電子回路を取り囲む第１側壁を有す
る第１基板であって、前記第１側壁の断面がテーパー状にされ、外部電極が前記第１基板
の頂面に形成され、前記外部電極は、前記第１基板の底面と連通するビアを介して前記電
子回路に接続される第１基板と、
頂面の周縁に沿って形成された第２側壁を有する第２基板と
を含み、
前記第１基板の底面、前記第２基板の頂面、前記第１側壁、及び前記第２側壁により内部
にキャビティを画定するべく前記第２側壁は前記第１側壁に位置合わせされて接合され、
前記第１側壁は、第１金属と第３金属との第１合金を含み、
前記第２側壁は、第２金属と前記第３金属との第２合金を含み、
前記第１金属は、前記第２金属と異なりかつ前記第３金属とも異なる電子デバイス。


	header
	written-amendment

